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パラリンピック競技 

ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設 

競技施設等必須要件 

 

競技 競技施設等必須要件 

 

車いすテニス 

 

 

(1) 競技施設要件 

・屋外と屋内それぞれに国際規格のテニスコート（デコターフ）が 

4面以上あること。 

国際規格テニスコート：シングルスが縦 23.77m×横 8.23m、ダブ 

ルスが縦 23.77m×横 10.97m。ネットの高さは、両端が 1.07mで、 

センター部分（サービスラインの真ん中）は 0.914m。 

コート外のスペースはベースラインから 8.0ｍ以上、サイド 

ラインから 4.5ｍ以上、コートとコートの間は 7.0ｍ以上ある 

こと。但し 7.0ｍ以下の場合は 4.5ｍ以上で、且つコートに 

間仕切りネットがあること。 

デコターフ：セメントやアスファルトを土台に、アクリルや合成 

樹脂、ゴムチップなどを多層に組み合わせた高品質で耐久性に 

優れたテニスコート。 

 

・車いすを利用する選手が一人でコートまで行けること。 

（駐車場から練習コートまでスロープ等の設置があり、車いす 

での移動にあたり、段差等の障壁がないこと） 

 

・ナイター設備があること。 

 

(2) 付帯施設要件 

・車いすユーザーが、更衣室、トイレ、シャワールームを一人で 

使用できるように段差がないなどのバリアフリー化がなされて 

いること。 

 

・車いすユーザーが利用できる駐車スペースが 3か所以上ある 

こと。 

 

・ナショナルチームの執務室、フィットネストレーニングエリア、

メディカルエリアのスペースが年間通じて確保できること。 

 

・合宿などでの座学実施時に使用できる部屋、また、男子、女子選

手それぞれが、休憩できる部屋が確保できること 

 

・年間通じて競技車等の備品が収納可能なスペースが確保できる

こと。 
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(3) 施設環境要件 

・選手のフィットネスチェックやメディカルチェックを実施する 

ことができるスポーツ医・科学センターが、施設から車で 

40分圏内に立地していること。 

 

・車いすユーザーが利用できる複数の宿泊施設が、施設から車で 

10分圏内に立地していること。 

 

 

 


